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令和元年 10 月 1 日現在 

１．商品名 おびしんフラット３５（機構買取型） 

２．ご利用いただける方 

・当金庫の会員または会員資格を有するお申込時年齢が 70 歳未満の個人の方 

・日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方 

・年収に占めるすべてのお借入れの年間合計返済額の割合が、次の基準を満

たしている方 

年収 基準 

400 万円未満 30％以下 

400 万円以上 35％以下 

＜収入合算＞ 

・ご融資住宅に同居される申込ご本人の直系親族、配偶者、婚約者、内縁関係

にある方を連帯債務に加えることで収入金額を合算することができます。

（収入合算できる方は 1 名） 

３．ご融資資金の使途 ・申込ご本人またはご親族がお住まいになるための住宅の建設資金、新築住

宅の購入資金もしくは中古住宅の購入資金、または住宅資金の借換資金 

（１）住宅の床面積 

1 戸建て住宅等の場合 70 ㎡以上 

共同住宅（マンションなど）の場合 30 ㎡以上 

（住宅面積の上限はありません） 

（２）住宅の耐久性などについて独立行政法人住宅金融支援機構（以下「住宅

金融支援機構」といいます）が定めた技術基準に適合する住宅 

（３）その他 

新築の場合 建設費（土地取得融資条件を満たす場合は、土地購

入費を含められます）または購入価額が 1 億円以下

（消費税を含みます） 

中古の場合 購入価額が 1 億円以下（消費税を含みます）で、借

入申込日において築後年数が 2 年を越えている住

宅または既に人が住んだことがある住宅（ただし、

住宅金融支援機構の定める技術基準に適合してい

ることが必要です） 
 
 

４．ご融資金額 ・ 100 万円以上 8,000 万円以下（1 万円単位）で、建設費または購入価額の

100％以内（住宅の技術基準、融資タイプに応じて融資率の上限が異なりま

す） 

・借換資金は、借換の対象となる住宅ローンの債権残高または担保評価額（住

宅金融支援機構の評価額）の 200％のいずれか低い額以内 
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５．ご融資期間 ・次のいずれか短い方であること 

①15 年以上 35 年以内（1 年単位） 

（ただし、申込ご本人の年齢が 60 歳以上の場合は 10 年以上） 

②完済時の年齢が 80 歳となるまでの年数 

６．ご融資利率 ・固定金利（ご融資実行時の利率が完済まで適用されますが、お申込時の利率

と異なる場合があります） 

・ご融資実行時の利率は、毎月当金庫が決定し、公表します。 

７．ご返済方法 ・元利均等返済毎月払いまたは元金均等返済毎月払い 

・6 ヵ月毎のボーナス払いも併用できます。 

（ただしボーナス払い分はご融資額の 40％以内（1 万円単位）） 

８．団体信用生命保険 ・団体信用生命保険の利用が可能です（機構団信、三大疾病） 

９．保証人及び担保 ・保証人及び保証機関等による保証は不要です。 

・ご融資対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とす

る第 1 順位の抵当権を設定していただきます。 

・ご融資対象となる住宅に火災保険をおつけいただきます。 

なお、敷地に抵当権を設定できない場合は、その火災保険金請求権に、住宅

金融支援機構を質権者とする第 1 順位の質権を設定していただきます。 

10．手数料 ・ご融資取扱手数料として 

【定率タイプ】をご選択された方は、「ご融資額×2.20％」で計算された金額

が必要です。 

【定額タイプ】をご選択された方は、49,500 円が必要です。 

・物件検査の手数料については、適合証明機関によって異なります 

11．苦情処理措置・紛争

解決措置 

・「苦情処理措置・紛争解決措置等の概要」をご覧ください。 

https://www.shinkin.co.jp/obishin/policy/complaint/ 

12．その他 ・現在のご融資利率に関しては、当金庫本支店窓口でお問い合わせください。 

・返済試算表をご希望の方は、当金庫本支店窓口でお問い合わせください。 

お客様が申し出た条件での返済額を試算いたします。 

・リフォームのための資金にはご利用いただけません。 

・このご融資は、住宅金融支援機構の証券化支援事業を利用した商品となり

ますので、ご融資実行後、債権は住宅金融支援機構に譲渡されます。 

◎ くわしくは窓口にお問い合わせください。 

https://www.shinkin.co.jp/obishin/policy/complaint/

